
〔4〕〔5〕

～平成17年1月11日から上下水道料金が変わります。～ 

　皆さんにお支払いいただいている上下水道料金が、三原郡4町合併に伴い、新しい料
金体系に変わります。 

　現在の「用途別料金」（家庭用、営業用、福祉用、その他で料金を設定する方式）から「口径別料金」
（水道メーターの口径別により料金を設定する方式）に変更されます。これにより、水道メーターの
口径が小さいほど水道料金が安価になります。 

【計算方法の変更について】 

　基本料金については、現行の料金と同様に基本水量を含みます。 
【基本料金について】 

　合併後最初に行われる検針（合併後は、毎月初旬に検針を行います。）から新しい料金体系が適
用されます。 

【新料金への切り替えについて】 
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用途別料金 

種別 

一般 
汚水 

使用水量 新市料金 

注）南あわじ市では、家庭用、営業用などの
区分はなくなり、口径別料金に統一さ
れます。 

注）水道、下水道とも1カ月使用の料金です。 

 13mm 735円 

 20mm 840円 

 25mm 2,625円 

 30mm 3,150円 

 40mm 4,200円 

 50mm 5,250円 

 75mm 7,875円 

 100mm 10,500円 

●水道料金は、次の通りです。 

●下水道料金は、次のとおりです。 

注）基本料金および従量料金には、消費税を含みます。 

注）基本料金および従量料金には、消費税を含みます。 

問い合わせ 役場上下水道課 
 上水道・井戸、下水道・福岡 145－1767

区分 
用途 

種　　別 基本料金 
（1ヵ月につき） 

従量料金 
（1m につき） 

基本料金（１ヵ月につき） 従量料金 

口径 （1m につき） 
3

基本料金 

一般用 

公衆浴場 

福祉世帯用 

一般汚水 10m 以下 1,260円 

公衆浴場 
汚　　水 

臨時用 

10m 以下 115円 

11～20m 以下 252円 

21～30m 以下 283円 

31～40m 以下 315円 

41～50m 以下 357円 

51～60m 以下 399円 

61～80m 以下 441円 

81～100m 以下 483円 

101m 以上 535円 

100m 以下 105円 

101m 以上 231円 

10m 以下 105円 

11～40m 以下 315円 

41m 以上 一般用と同じ 

11m ～20m 以下 136円 

21m ～30m 以下 147円 

31m ～50m 以下 168円 

51m ～100m 以下 189円 

101m 以上 220円 
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100m 以下 21,000円 3
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30mm以下 

13mm

3,150円 

315円 

一般用の2倍 1m 当たり 535円 
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3101m 以上 105円 


